
建
築
基
準
法
第
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
が
れ
き
類
の
破
砕
処
理
施
設
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
位
置
に
つ
い
て

 
  

名
 
 
称

 
位
 
 
 
置

 
面
 
 
 
積

 
備
 
 
 
考

 
 申
請
者

 
株
式
会
社
大
山
組

 
代
表
取
締
役
 
大
山
功
一

 

 北
九
州
市
小
倉
北
区
 

西
港
町
12
5
番
1 

 敷
地
面
積
 
9,
09
4.
64
㎡
 

建
築
面
積
 
 
75
0.
77
㎡
 

（
申
請
部
分
  
90
.0
0
㎡
）
 

延
床
面
積
 
 
94
2.
65
㎡
 

（
申
請
部
分
  
90
.0
0
㎡
）
 

 

 処
理
施
設
 
 
 
 
が
れ
き
類
の
破
砕
施
設
 

施
設
の
処
理
能
力
 
68
0ｔ
/日
 

処
理
対
象
物
 
 
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
等
 

申
請
地
の
位
置
は
位
置
図
に
示
す
と
お
り
。

 
 理
由

 
 
建
築
基
準
法
第
５
１
条
は
、
卸
売
市
場
や
火
葬
場
な
ど
の
特
殊
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
は
、
そ
の
敷
地
の
位
置
が
都
市
計
画
決
定
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
同
条
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
が
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
そ
の
敷
地
の
位
置
が
都
市
計
画
上
支
障
が

な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
と
定
め
て
い
る
。

 
 
申
請
者
は
、
当
該
地
に
お
い
て
平
成
１
７
年
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
中
間
処
理
（
が
れ
き
類
の
破
砕
処
理
）
を
行
っ
て
い
る
。

 
 
建
物
の
取
壊
し
工
事
等
に
伴
い
発
生
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
れ
き
等
を
破
砕
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
骨
材
、
路
盤
材
等
と
し
て
販
売
し
て
い
る
。

 
現
在
使
用
し
て
い
る
自
走
型
の
破
砕
機
を
固
定
型
の
破
砕
機
に
更
新
す
る
に
当
た
り
、施
設
の
処
理
能
力
68
0t
/日
が
建
築
基
準
法
施
行
令
第
13
0
条
の
2
の
3

第
1
項
に
規
定
す
る
10
0ｔ
/日
を
超
え
る
の
で
、
建
築
基
準
法
第
５
１
条
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
。

 
 
内
燃
式
の
自
走
型
破
砕
機
を
電
動
式
の
固
定
型
破
砕
機
に
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
、
騒
音
・
振
動
の
低
減
、

CO
2
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
。

 
 
処
理
能
力
は
、
更
新
後
も
変
わ
ら
な
い
。
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